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審 理 準 備 書 面

総 基 環 第 29 号
平成 20 年 1月 31日

電 波 監 理 審 議 会
主任審理官 西本 修一 殿

総 務 大 臣 廃さメ主義さきマメ!

下記のとおり、 電波監理審議会の審理における準備書面を提出する。

記

1 準備書面を提出する者
氏名 総務大臣 増田寛也

住所 千 100‐8926 東京都千代田区霞が関 2 丁目 1番 2 号

2 代理人
氏名 熊谷 明彦
住所 千 104‐0061 東京都中央区銀座 6 丁目 5番 1 3 号 J D B 銀座ビル 7階

ふじ合同法律事務所
0 3 一 5 5 6 8 一 1 6 1 6

職業 弁護士

3 事案の要旨

(1)総務大臣が行っ た平成 1 8 年告示第 6 1 7 号、 平成 1 8 年告示第 6 4 6 号、 平成
1 8 年総務省告示第 6 7 9 号及び平成 1 8年総務省告示第 6 8 3 号により告示さ
れた広帯域電力線搬送通信設備の型式指定に係る異議申立て
(2溜総務大臣が行っ た平成 1 9年告示第 1 3 1号及び平成 1 9 年総務省告示第 1 4 6
号により告示された広帯域電力線搬送通信設備の型式指定に係る異議中立て
○)総務大臣が行っ た平成 1 9 年告示第 2 4 2 号及び平成 1 9年総務省告示第 2 9 3
号により告示された広帯域電力線搬送通信設備の型式指定に係る異議申立て
(4)総務大臣が行った平成 1 9年告示第 3 4 9 号及び平成 1 9年総務省告示第4 3 9
号により告示された広帯域電力線搬送通信設備の型式指定に係る異議申立て

(5)総務大臣が行った平成 1 9年告示第 5 2 4 号により告示された広帯域電力線搬送



通信設備の型式指定に係る異議申立て

(6)総務大臣が行っ た平成 1 9 年告示第 5 5 6 号により告示された広帯域電力線搬送
通信設備の型式指定に係る異議申立て

審理の期日に行う陳述の要旨
別紙のとおり



(別紙)
平成 1 9年 3月 2 3 日付け付議第 1号事件=

平成 1 9 年 5月 1 6 日付け付議第 2 号事件
平成 1 9年 7月 1 1 日付け付議第 3 号事件
平成 1 9年 9 月 1 2 日付け付議第 4 号事件
平成 1 9 年 1 1月 1 4 日付け付議第 2 2 号事件
平成 1 9 年 1 2 月 1 2 日付け付議第 2 3 号事件

平成 2 0 年 1月 3 1 日

電波監理審議会主任審理官 殿

〒 104‐0061
東京都中央区銀座 6 丁目 5 番 1 3 号 J D B 銀座ビル 7階
ふじ合同法律事務所 (送達場所)
電話番号 0 3 一 5 5 6 8 一 1 6 1 6
F A X 0 3 - 5 5 6 8 … 1 6 1 7

J ･

総務大臣代理人 弁 護 士 熊 谷 明 た 総額
　　　　　

指定職員 総務省総合群撃局攣る
総務省総合通信基盤局電波部
電波環境課長

　　　
"企画官

党鯲藤 野

電波環境#警官◎鈴 木

電波監視官
月◎大 泉 羽毛

電波政策課企画官

電波環境課電波環境推進官

電波環境課電波監視官



第 1 異議申立人ら準備書面 (1 ) について
技術基準の妥当性については、 第 2 においてま とめて主張することとする。
なお、 異議申立人らは、 付議第 3 号事件及び付議第 4 号事件について、 総務大臣
が異議申立書に対する認否を行っていないにもかかわらず、 付議第 1 号事件及び付議
第 2 号事件と同様の認否を行う こ とを前提に準備書面 (1 ) を提出していると こ ろで
あるが、 本日付けで総務大臣は同旨認否を行っ た ことから、 本日付けの認否に対する

異議申立人らからの準備書面 (1 ) が提出されているものと見なし、 本書面を提出す
る。
ま た、 付議第 2 2 号事件及び付議第 2 3 号事件については、 本日 付けで異議申立書
に対する認否を行い。 異議申立人らから準備書面の提出をまだ受けていないと こ ろで
あるが、 本日付けの認否に対して付議第 1号事件ないし付議第 4 号事件の準備書面

(1 ) と同旨の準備書面が提出される こ とを前提に、 本書面を提出する。

第 1 の 1 について
いずれも、 型式指定を受けた者から指定の取消の願い出があ っ たものである。

第 1 の 2 について
準備書面 (1 ) において、 申立人らは、 3 機種について測定結果等を示している

と こ ろ、 そのうち ロ ジテ ック株式会社製 LPL…TX については既に異議申立てが取り下
げられており、 また、 光ネ ッ トワークス株式会社製 CNC- looo については、 既に型式
の指定が取り消されている (乙第 37 号証及び乙第 38号証) 。 そ こ で、 以下、 これら
2 機種以外の 1機種 (パナソニ ック コミ ュ ニケーシ ョ ンズ株式会社製 BL‐P柾 00) を
対象とする。
準備書面本文及び甲第 49 号証において示されている電界強度を測定した測定系
(アンテナを含む) の鼓正状況を書面で明らかにされたい。
甲第 49 号証において、 ｢実験結果J 欄に示されている ｢許容値案｣ とは何を示 し
ているのか、 明らかにされたい。 また、 同欄欄外に
dBm ~ dBu V/m 換算 : 107十 (dBm )= (dBUV/m )

と あるが、 この根拠について、 導出過程を漏らす ことなく示されたい。
準備書面 (1 ) には周囲雑音値が記載されていると こ ろ、 甲第 49 号証にはその測
定結果の記載がない。 周囲雑音値はどのように測定したのか、 その測定方法及び測
定結果の詳細を明らかにされたい。 その際、 測定時刻、 測定に利用 した家屋におけ
る測定時の電気 ･ 電子機器の使用状況や、 家屋周囲の環境についても明らかにされ
たい。

2

第 1 の 3 について
測定に使用 した電界強度測定器のパルス応答特性について、 斗可成 10年度電気通信
技術審議会答申 ｢ ｢国際無線障害特別委員会 (CI頸〕R) の諸規格について｣ のうち ｢無
線妨害波及びイ ミュニテ ィ 測定法の技術的条件｣ 、 すなわち国際規格 CISPR161 を満
たしているか、 明らかにされたい。



4 第 1 の 4 について
甲第 51号証に記載されている測定波形等について、 その値が不明である。 それぞ
れの縦軸の値を明記し、 周囲雑音及び漏洩波の電界強度値を明らかにされたい。 その
際、 測定時刻、 測定に利用 した家屋における測定時の電気 ･ 電子機器の使用状況や、
家屋周囲の環境についても明らかにされたい。
また、 アマチ ュ ア無線帯及び短波放送帯における受信障害を指摘しているところ、
記載されているすべての測定について、 信号波の電界強度値を明らかにされたい。
さらに、 ｢商業放送周波数｣ とは、 具体的にはどの短波放送を想定しているのか。
その放送局名及び放送区域並びに測定場所にお ける当該放送波の電界強度値及び
PLC モデム非動作時の S/I値を明らかにするとともに、 放送波受信に使用 したアンテ
ナの設置場所を明らかにされたい。
甲第 51号証 主ページ右段の図について、隣家の隣に記載されている黒色の四角形
は何を意味するのか、 明らかにされたい。
甲第 51 号証によれば、 測定が ｢アマチ ュ ア無線使用周波数近傍｣ とあること、
BL‐PA 1oo に対する測定結果がアマチュア無線近傍の周波数のもののみ しか示され
ていない ことから、 BL‐PALOO については、 アマチ ュ ア無線及び短波放送が使用する
周波数帯において、 PLC による影響は生 じていないという理解でよいか。 生じてい
るのであれば、 それを示すデータを示されたい。

5 第 1 の 5 について
甲第 52 号証は、 申立人らの作成に係る文書ではなく、 また、 専門家の査読を経た
論文でないと思われるが、申立人らは本報告の内容に基づく主張を維持するのか明ら
かにされたい。
主張を維持するのであれば、 その内容につき、 おって求釈明又は反論を行う。

6 第 l の 6 について
乙第 4 号証 91/101~ 98/10 1において立証していると こ ろであるが、詳細について
は、 さらに主張する予定である。

7 第 1 の 7 について

本件勧告案については、 わが国提出の勧告化反対案が米国、 豪州、 韓国等多くの
国により支持されたため勧告化は見送られ、 SG6 に差し戻された。
なお、 甲第 60号証には、 新勧告案においては、 環境雑音 レベルより 20dB低くす
る こ とが提案されていると ころ、 提案されている レベルではあま現こ低すぎて、 利
用可能な測定装置では測定することができないこと (1n 1he dran n ew rec o m m enda1io n ,
ho w e v e r, the propo sed v alu e is 20 dB 1o w e r m an am bien t n oise lev d s . Su ch le v els are to o
low to m e a su re w iLh av ailable m e asu rln g equ ipm e nt)、 現実の運用環境を考慮すべき こ
と (1n stu dyin g C o m Patibility betw e en PLT system s a nd radio C om m u n iC atio n sys[en 1s in
p ractical n 1a n n eら 1t 1s n e c e ssary to take a c c o u nt of c u rren t operatio n a1 C o nditio n s o f p工｢
system s )、CISPR、ITU- T等他の組織と連携をとる ことが重要である こと (H av in g clo se
liaiso n s w ilh o m e r o rga n iz alio n s su ch a s C 1sPR a n d ITU‐T is also im po rta n t、)、 ITU収 の新
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しい勧告は主管庁に採択されている規則と可能な限り一貫しているべきである こと

(A re co m m en datio n ITU -R de v d o ps sl]o u ld be c o n siste n t話o u1e e x te n 1 po ssible , w itl1
Iegu lalio n s bein g ado pted by adn 1in istratio n s)等の理由から、 SG1 の研究結果と sG6 が
提出 し た勧告案の 間 の 関係 及 び 一 貫性 が 明確 に され るべ き (Japa n belie v e s
cねnn c atio n sho u ld be m ade rega rdm g relatio n an d Co n siste n cy betM、ノe e n the do cu m e nts
u n de r stu dy o fsG 1 an d the dra負 R e c o m n 1en datio n subm itted by sG 6.)であり、 勧告案を
承認するべきではない旨が述べられている。

8 第 2 の 1 について

いわゆるノ ッ チは、 一般消費者に対して市販する製品である以上、 技術基準では

考慮の対象外と した同…家屋内における干渉 (いわゆる自家中毒) も起こすことが
ないよう配慮して、 メーカ等の自主的な判断により挿入し型式指定を受けていると

聞いている。
したが っ て、 ノ ッチが入っている こ とをも っ て、 ｢ノ ッチを挿入しなければ有害
な干渉が生じうる ｣ とするのは失当である。

9 第 2 の 4 (ごついて
申立人らのいう ｢保護比｣ は、 いかなる法令により担保されているのか、 その法
令名及び該当条文を明らかにされたい。

1 0 第 2 の 9 及び 1 3 について

申立人らが電波天文業務に関して主張する利益については不明であるが、 異議中
立書 3 6ページないし 3 7 ページに対する求釈明は後記 1 7 のとおり。

1 1 第 2 の 1 0 について
｢アマチ ュア無線を利用 した通信を行う環境が、 電波法上、 保護されている｣ こ
とにつき、 ｢保護されている｣ とは具体的にはどのような状態の ことを指すのか、
条文上の根拠を明らかに して説明されたい。

1 2 第 2 の 2 2 について
総務大臣の準備書面 (1 )第 2 の 4 0 の第 2 文を、 以下のとおり訂正する。 用ヨ立
入らが指摘する論文の内容も検討した上で策定されたものであって、内容は合理的で
ある。 ｣
なお、 別途主張しているとおり、 ｢分岐を通過する こ とで異相電流が同相電流に

変化する ｣ ことは、 情報通信審議会の答申でも当然に考慮されていると こ ろ (乙第 4
号証 48/101以降等)、 ｢答申が想定する環境雑音を大きく超える ｣ とする申立人ら
の主張の理由を説明されたい。

1 3 第 2 の 2 7 について

中第 67号証の最後の座長発言で分かるとおり、 反対者に対 し、座長は明確な理由
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の提示を求めたところ、 当該反対者から明確な理由の提示はなく、 たたき台作成が
了承されている。

1 4 第 2 の 2 9 について
反対意見に合理性がなければ、 退けるのは当然である。 規制改革要望を受けて検討
を開始する ことが ｢ゆがんだ手続き蹄こなる旨の主張は事実を曲解したものに過ぎず、
不当という“まかない。
なお、反対意見を汲んだ例と して、情報通信審議会における意見の聴取結果により、
当初案を修正 した例 (乙第 4号証 19/101 以降)などが挙げられる。

1 5 第 2 の 3 0 について
｢無線通信の保護基準｣ とは何か、 明らかにされたい。 (総務大臣の準備書面 (1 )
第 2 の 4 6 における求釈明事項)

1 6 第 2 の 3 1 について
｢閾値に相当する電界強度J の釈明中、 意味不明な記載 (明らかに文章がつながっ
ていない箇所が存する。 )が存在すると こ ろ、意味が通じるよう訂正されたい。 なお、
｢甲 25 号証 42 頁にある表 3‐4｣ (42 頁とあるのは、 38ページの誤記と思われる。 )
は、例えばアマチュア無線を例にとれば 1OMHz を境に低周波と高周波の二つの値を提
示 していると こ ろ、 異議申立書は 15hm z を境と している。 この違いの理由を明らかに
されたい。
なお、 甲第 25 号証には、 当該値は受信機感度の値であり、 周囲雑音はこれよりも
はるかに高く、周囲雑音によって多く の無線設備の受信性能が制限されている旨が結
論されている ことを付言する (甲第 25 号証 38ページ)。
｢PLC から 1om 地点での妨害波電界強度｣ の釈明中、 ｢岬 25 号証 13 頁表 3 から取
得した。 屋内の値は , n om 点の PLC妨害波｣ と同値｣ (13頁とあるのは 9ページの
誤記と思われる。 ) とあるが、 例えば 2則髭 ~ 15MIIZ において、
甲 25 号証 : 40dB彩 V/m
異議申立書 : 1259料 V/m

であるが、 40dB“ V/m可 00彩 V/m であり、 明らかに計算がおかしいと思われる。 屋外
の値にしても
甲 25 号証 : 28 dB仏 V/m
異議申立書 : 56“ V/m

であるが、 28 dB“ V/m = 25“ V/m であり、 明らかに計算がおかしいと思われる。
また、 屋内の値の方が屋外の値よりも高いと こ ろ、 こ の表は、 PLC を使用している
家屋内の電界強度等を示していると解してよいか。

1 7 第 2 の 3 4 について
、帆k1p e dia の該当箇所は、 既に、 異議申立書の記載とは違う内容に書き換えられて
いると こ ろ、 記載内容の信用性についてはやはり疑義があるといわざるを得ない (乙
第 78‐号証)。
そもそも、 わが国では、 屋外利用は解禁されていない。 比較条件は、 同一とすべき
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である。

1 8 第 2 の 3 5“こついて
W1klp ed1a の該当箇所は、 既に、 異議申立書の記載とは違う内容に書き換えられて
いると こ ろ、 記載内容の信用性についてはやはり疑義があるといわざるを得ない (乙
第 78 号証)。

1 9 第 3 の 3 について

意味不明の記載 (明らかに文章がつなが っ ていない箇所が存する。 )があるため、
意味が分かるように訂正されたい。

2 0 第 3 の 1 0 について

CISPR22 は、 現在、 短波帯にも適用されている。
この許容値は、約 20 年前に制定されたものであるが、 こ の許容値を満たしている

機器が顕著な障害を与えたという事例報告は、 CISPR22 の規定が制定されて以後現
在に至るまで見当たらない。 したが .っ て、 こ の許容値は、 適切なものと国際的に判
断されている。

2 1 第 4 の 1 について

上記第 1 の 1 で述べたとおりである。
なお、 なお書き は不知。

2 2 第 4 の 2もごついて
｢公開される こ とにな っ ていた J という事実はないが、 実験を行った者の自主的な
判断と して、 例えば、 以下のページ等で公開されている。
httP ://離州. te型c o . c o . jp/c c/m e s s/05040102‐ i. htm 1

2 3 第 4 の 3 について

例えば、 電波関係法令の制定が挙げられる。

2 4 第 4 の 4 について
甲第 28 号証 3 ページ 2 行目以降に ｢これまで ARRL における屋外のアクセス系の
BPL (PLC)からのアマチ ュ ア通信への混信状況等の実態について述べてきま したが ｣と
明記されている。
また、米国の許容値は、 甲第 28号証 1ぺ…ジ下線部に明記されているとおり、 30m
地点において 30料 V/m である (47CFR/Pa r t15 S 151 o9e で準用する 姫 . 209a、 乙第
79 号証)。 ただし、 その次の行の離隔距離 1om への換算値 39dB仏 V/剛 は誤っており、
正 しく は 49dB彩 V/鬮 である (47CFR/Pa r t 15 S 15. 209e で準用する 15. 31f、 乙第 80 号
証)。



2 5 第 4 の 6 について

重大な障害を与える可能性が低い こ とについては、 下記第 2 で述べるとおり。

2 6 第 4 の 8 について

他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与える可能性が低いこと及び
申立人らに重大な電波妨害が生じるおそれはないこと については、 下記第 2 で
述べるとおり。

2 7 第 4 の 9 について

本件 PLC の型式の指定基準によると、 漏洩する電波の強度が周囲雑音 レベル以下
と考えられる こ とについては、 下記第 2 で述べるとおり。

第 2 技術基準の妥当性について

国が定めた技術基準が妥当である ことは、情報通信審議会答申 (乙第 4 号証)で明らか
であるが、 以下、 その妥当性の概略について説明する。

1 国の技術基準の内容
広帯域電力線搬送通信設備の型式指定に係るわが国の技術基準の具体的内容は、
電波法、 電波法施行規則第 46条の 2 及び平成 18年総務省告示第 520 号に規定して
いると こ ろである (乙第 3号証)。 また、 その技術的な裏付け等は、 情報通信審議会
答申 (乙第 4 号証)のとおりである。
これらは、 既に準備書面 (1) 18 ペー ジ以降で述べたとおり、 他の無線設備との
共存を考え、 広帯域電力線搬送通信設備から発生する妨害波を、 他の無線設備の機
能に継続的かつ重大な障害を与える可能性が低いと考えられる レベルに抑えるとと
もに、 万一広帯域電力線搬送通信設備の使用により他の無線設備の機能に継続的か
つ重六な障害を与えた場合には電波法第 101 条において準用する同法第 82 条第 1
項の規定に基づき運用者に対処を命じる等の対応を行う こととし、 無線障害に関す
る国際規格 CISPR との整合性を念頭に置いて策定したものである。

2 そもそも、 障害を与えないためには何を規制すべきか

妨害波-謡電磁波であることから、 その強度を示す指標をもって、 規制することが
考えられる。
受信障害は電力線からの漏えい電波によって発生するおそれがある こ とから、 許
容値を規定する際には、 漏えしY電波の電界強度で規竹対することが考えられる。 しか
し、 電界強度で規制するのが実質的に困難である場合、 これと相関関係がある物理
量であれば、 これを規制に用いる ことは有効である。 そこで、 下記 5 に述べる理由
により 、 漏えい電波の発生源であり、 漏洩電波の電界強度と相関関係があるコモン
モー 村電流で規制することと したものである。
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なお、 下記 5 (2)で述べるとおり、 電力線を流れる信号による無線妨害に関する規
格を定めるに当た っ て、 コモンモ ･一 ド電流により規定することは、 国際的に見ても
ごく常識的な こ とである。 現に、 CISPK 22 では、 そのよう“こ規.定している。

コ モンモー ド電流とは何か
電力線の 2 本の電線に商用周波数の電圧を加えると、 それぞれの電線に、 大きさ
が等しく、 かつ逆向きの電流が流れる。 しかし、 周波数が高く なると、 電線外に漏
れる電流の存在など様々 な理由によ っ て、 一般に、 それぞれの電線に流れる電流の
大きさは異なる こ とになる。
したがって、 図 1 のようるこ、 それぞれの電線に流れる電流は,、 ｢大きさが等しく
かつ逆方向に流れる電流｣ 成分と 『同方向に流れる電流｣ 成分の和と して表すこと
ができる。前者を『ディ フ ァ レンシャルモー ド電流 (大きさ等しく、逆方向の電流)｣、
後者を ｢コモ ンモー ド電流 (同方向の電流)｣ と呼んでいる。
一般に、 電線に高周波電流が流れると、 電波 (電磁波) が放射される。 しかし、 2
本の電線を逆向きに流れる ｢ディ フ ァ レンシ ャ ルモード電流｣ によ っ て発生する電
磁波は、 各線から発生する電磁波が互いに打ち消 し合うため、 まったく目立たなく
なる。 これに対して、 2 本の電線を同じ向きに流れる ｢コ モ ンモー ド電流｣ は、 発
生する電磁波が打ち消されないため、 無線障害の原因となる こ とがある。
広帯域電力線搬送通信設備では、 電力線の 2 本の電線にディ ジタル信号をディ フ
ァ レンシ ャルモー ド (大きさが等しく、 逆方向の電流) で送出する。 しかし、 様々
な理由によって 2 本の電線に ｢コモンモー ド電流｣ 成分が生じるため、 これによっ
て漏洩電磁波が発生する ことになるのである。 したがって、 こ の ｢コ モンモー ド電
流｣ 値の大きさによって、 漏洩電磁波の強度を表すこ とができるのである。
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電磁波は目立たない 電磁波が目立つ自国
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2線に逆方向“〆電流

図 1 . ティファレンシャルモ - -ゞ電流とコモンモード電流による電磁波

4 コ モ ンモ ･一 ド電流の発生機構
上記 3 で述べたよう に、 電力線搬送通信はディ フ ァ レンシ ャ ルモー ドで行う通信



である。 そのため、 本来ならば コ モ ンモー ド電流を含まない。
ディ フ ァ レンシ ャ ルモー ド電流は、 電力線の 2本の線に大きさが等しく、 互いに
逆向きに流れる。 したが っ て、 電力線に接続されている機器や近傍の物体が、 2 本
の線に対して電気的に対称であれば、 電流はディ フ ァ レンシ ャルモー ドのまま流れ
る。 こ のような状態を電気的に平衡な状態という。 一方、 例えば図 2 のような配線
モデルを考えた場合、 A 点から見ると照明器具の先に スイ ッ チがついているが、 B
点から見ると、 スイ ッチの先に照明器具が付いている ことになり、 2 本の線に対し
て電気的に対称な平衡状態でない (不平衡状態)というこ とになる。 一般の家屋にあ
る電力線は、 不平衡状態であることがほとんどである。
こ の不平衡状態の程度は、 スイ ッチの開閉によ っ ても変イヒする。 また、 コ ンセ ン
トに接続されている家電機器の中でも不平衡が発生する。 不平衡な箇所でディ フ ァ
レンシャルモー ド電流が コモンモー ド電流に変換される こ とになるため、 一般家庭
の電力線では、 コモンモー ド電流が発生することになる。 ディ フ ァ レンシ ャ ルモー
ド電流が コ モンモー ド電流に変換される割合は、 その箇所の不平衡状態の程度によ

って異なる。

図2 簡単な屋内配線モデル

5 コ モ ンモー ド電流で規制する ことの妥当性
既に述 .べたように、 電力線搬送通信システムから漏洩する電磁波は、 電力線を流
れる コ モ ンモ ･" ド電流成分によって発生する。 この漏洩する電磁波の強度は、 電力
線を流れる コモンモー ド電流の大きさに比例する。 したがって、 コモンモー ド電流
の大きさと漏洩電波の電界強度の相関関係を認める ことができる。
また、 許容値を漏洩電波の電界強度で定めずに、 コ モンモー ド電流値で規定した
理由は以下のとおりである。
(l) 測定可能な許容値とするため
広帯域電力線搬送通信設備のみならず、 家屋内や建物内で使用されている多
数の電気 ･ 電子機器からも コモンモー ド電流が発生している。 したがって、 家
屋や建物の付近で電波の測定を行うと、 広帯域電力線搬送通信設備を使用 して
いなくても様々 な電波 (周囲雑音) が観測される。 当然ながら、 こ の電波の強
さは、 電気 . 電子機器の使用状態や環境条件によ っ て時間と共に大きく変動ず



る。

それゆえ、 広帯域電力線搬送通信設備の漏洩電波を電界強度によ っ て規制す
る場合、 その電波が周囲雑音より十分高くなければ測定できない。 したが って、
必然的に規定する値は、 周囲雑音 レベルより相当高い値とせざるを得ない。 こ
れに対して、 コモンモー ド電流で規制すれば、 漏えい電波を周囲雑音 レベル程
度に抑制する こ とができる。
(2) 他の電気 ･ 電子機器の許容値との整合をとるため
前述のとおり、 建物内で使用されている多数の電気 ･ 電子機器によっても、
電力線に コ モンモー ド電流が発生 し漏;脱電波を放射するため、 受信障害を引き
起 こす可能性がある。
したがって、 無線障害に関する国際規格を審議 ･ 決定する場である国際無線
障害特別委員会 (CJSPR )は、 これらの機器について、 漏洩電波の原因である コ
モンモ ･一 ド電流の許容値を規格と して定めており、 この規格を我が国も採用 し
ている。 これと同様に、 広帯域電力線搬送通信設備装置についても、 電界強度
でなく、 発生する コモ ンモー ド電流によ って規制する こ とが妥当である。

6 従来の電力線搬送通信は電界強度規制なのに、 今回なぜ新しい考え方を導入する
のカ"

電力線搬送通信設備には、電波法施行規則第44条第2項に規定されているように、
搬送波周波数が 10~ 450 蛭立 のもの及び 2~ 30 M H z のものの 2 種類がある。 これら
の周波数に対応する波長は、 前者が 07 ~ 30 l皿 であり、 後者は 10 ~ 150 m である。
一般に、 線路の長さが波長程度になると線路から電磁波を放射しやすくなるため、
屋内の電力線の長さ (数 鱒m )を考えると、 搬送波周波数 lo~ 450国‐lz の通信設備に
ついては、 電力線からの電波の漏えいは少なく、 搬送波周波数 2 ~ 30M H z の通信設
備については、 電力線からの電波の漏えいが大きい ことが予想される。
こ のため、 搬送波周波数が 2 ~ 30M H z の電力線搬送適イ旨設備については、 電力線
からの電波の漏えいが顕著になるために、 実際の屋内電力線の特性を把握して、 そ
れによって許容値と測定法を定める こととしたものである。

7 コ モ ンモー ド電流を用いて、 どのようそこ規制 しているのか

既に準備書面 (1)l8ページ等において説明したとおりであり、 許容値 (電波法施行
規則)と、 その許容値を測定するための測定法 (平成 旧 年総務省告示第 520 号)の両
方を用いて規定しており、 供試機器に、 不平衡度が極めて悪い電力線を模擬した規
定の測定負荷を接続したときに、 負荷に流れる コモンモー ド電流等を測定する こ と
としている。
より詳細な考え方については、 必要に応じ、 追っ て説明する。
なお、 告示に規定する測定法に従っ て測定した場合に始めて、 許容値が意味のあ
る基準となるのであり、 許容値のみを取 引出した議論は失当である。

8 学会における報告



以上、 技術基準の内容を平易に説明したが、 よりi厳密 ･ 専門的に妥当性を解説し
たものと しては、 情報通信審議会答申 (乙第 4号証)のほか、 総務省情報通信審議会
情報通信技術分科会 CISPR 委員会主査らが平成 19年 7月 27日に開催された社団法
人電子情報通信学会 EM C 研究会において報告した報告書がある (乙第 81号証)。

第 3 甲第 74 号証及び第 75 号証等について

平成 19 年 10 月 23 日の審理において、 申立人らが行った実験結果の説明につき、 書
面で提出されたい。
また、 申立人らから提出された甲第 74 号証及び第 75号証については、 書面が付され
ていない電磁的記録媒体 (C D - R ) のみであり、 当該媒体に記録されている電磁的記
録も説明が付されていない電子フ ァイ ルが複数記録されているだけであって、申立人ら
がこれら証拠から何を主張しまうと しているのか不明である こ とから、 これら“こっき、
申立人らが主張する内容を書面で提出されたい。
総務大臣は、 申立人らからのこれら書面の提出を待って、 当該証拠等に対する認否 ･

反論を検討する こ とと したい。
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